
の
方
々
を
応
援
す
る
企
業
・
団
体
を
「
出

会
い
応
援
団
体
」
と
し
て
登
録
し
、
パ
ー

テ
ィ
ー
や
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど
の
出
会
い
・

イ
ベ
ン
ト
情
報
を
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
「
あ

か
い
糸
め
ー
る
」
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
企
業
・
団
体
間
マ
ッ
チ
ン
グ
支

援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
企
業
・
団
体

の
要
望
に
応
じ
て
、
異
業
種
間
交
流
な
ど

の
開
催
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。

「
出
会
い
応
援
団
体
」
及
び
「
メ
ル
マ
ガ
会

員
」
は
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
細
に

つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先
／
福
岡
県
出
会
い
・
結
婚
応
援
事

務
局
　
☎
０
９
２
・
７
３
３
・
８
２
０
２

　
福
岡
県
子
育
て
支
援
課

　
☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
３
１
１

■
個
人
事
業
税 

第
１
期
分
納
期
限
変
更

　
個
人
事
業
税
第
１
期
分
の
納
期
限
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

伴
い
、
今
年
度
は
9
月
30
日
㈬
に
変
更
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
の
第
１
期
分

■
公
共
職
業
訓
練
生
募
集

訓
練
期
間
／
令
和
2
年
10
月
2
日
㈮
～
令

和
3
年
3
月
29
日
㈪

入
所
選
考
日
／
9
月
17
日
㈭

場
所
／
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
飯
塚（
飯
塚
市
）

募
集
科
／
〇
も
の
づ
く
り
Ｃ
Ａ
Ｄ
科
Ｎ
Ｃ

コ
ー
ス
…
12
名
　
〇
ビ
ル
管
理
技
術
科

…
15
名
　
〇
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
Ｃ
Ａ
Ｄ

技
術
科
…
15
名
　
〇
建
設
機
械
科
…
15

名
　
〇
ビ
ジ
ネ
ス
ワ
ー
ク
科
…
15
名

対
象
／
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
）
に
求
職
を
申
し
込
ん
で
い
る
人

そ
の
他
／
8
月
3
日
㈪
～
9
月
10
日
㈭
ま

で
に
公
共
職
業
安
定
所
に
応
募
。
施
設

見
学
会
・
説
明
会
を
毎
月
２
回
開
催

問
合
先
／
福
岡
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン

タ
ー 

飯
塚
訓
練
セ
ン
タ
ー
（
ポ
リ
テ
ク

セ
ン
タ
ー
飯
塚
）　
☎
２
２
・
４
９
８
８

　
　

http://w
w

w
3

.jeed.or.jp/fukuoka/

　

poly/iizuka

■
預
け
て
安
心
！　
　
　
　
　
　

　

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

　
遺
言
は
、
相
続
を
め
ぐ
る
紛
争
を
防
止

す
る
た
め
に
最
も
有
効
な
手
段
で
す
。
そ

の
中
で
も
、
自
筆
証
書
遺
言
は
、
自
書
さ

え
で
き
れ
ば
遺
言
者
本
人
の
み
で
作
成
で

き
、
手
数
料
も
か
か
ら
な
い
便
利
な
遺
言

の
方
法
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
遺
言

者
本
人
の
死
亡
後
、
遺
言
書
が
相
続
人
等

に
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
一
部
の
相
続

人
等
に
よ
り
改
ざ
ん
さ
れ
る
等
の
お
そ
れ

が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
自
筆
証
書
遺
言
の
問
題
点
を
解
消

す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
自
筆
証
書
遺

言
書
保
管
制
度
が
創
設
さ
れ
、
令
和
2
年

７
月
10
日
㈮
か
ら
全
国
の
法
務
局
で
自
筆

証
書
遺
言
書
を
保
管
す
る
制
度
を
開
始
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
ご
自
身
の
財
産
を
大
切
な
ご
家
族
へ
確

実
に
託
す
た
め
に
、
自
筆
証
書
遺
言
書
を

作
成
さ
れ
る
場
合
は
、
法
務
局
に
保
管
す

る
本
制
度
を
是
非
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
本
制
度
の
手
続
に
は
予
約
が
必

要
で
あ
り
、
遺
言
書
の
保
管
の
申
請
に
は

手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
法

務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
御
覧
に
な
る

か
、
お
近
く
の
法
務
局
に
お
尋
ね
く
だ
さ

い
。

問
合
先
／
福
岡
法
務
局
供
託
課

　

☎
０
９
２
・
７
２
１
・
９
１
８
６

　
　

http://w
w

w
.m

oj.go.jp/M
IN

JI/　

　

m
inji0

3
_0

0
0

5
1

.htm
l

■
「
運
命
の
出
会
い
」
応
援
し
ま
す

　
福
岡
県
で
は
、
結
婚
を
希
望
す
る
独
身

引
き
落
と
し
日
は
、
９
月
30
日
㈬
で
す
。

　
な
お
、
第
２
期
分
の
納
期
限
は
、
従
来

通
り
11
月
30
日
㈪
で
す
。

※
個
人
事
業
税
の
納
税
は
、
便
利
で
安
全

　
な
「
口
座
振
替
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　（
振
替
開
始
は
、
申
出
日
の
翌
々
月
か

　
ら
で
す
。）
詳
し
く
は
、
お
問
合
せ
下

　
さ
い
。

問
合
先
／
福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務

所 

事
業
税
係 

☎
２
１
・
４
９
０
３

■
労
働
組
合
と
使
用
者
と
の　
　

　

ト
ラ
ブ
ル
の
解
決
を
サ
ポ
ー
ト

〇
従
業
員
の
解
雇
や
賃
金
未
払
い
、パ
ワ
ー

　
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
、
労
働
者
個
人
と
使

　
用
者
と
の
労
働
問
題
の
相
談
や
、
相
談

　
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
を
解
決

　
す
る
た
め
に
は
左
記
に
お
問
合
せ
く
だ

　
さ
い
。

【
労
働
者
支
援
事
務
所
】

　

☎
２
２
・
１
１
４
９

〇
労
使
交
渉
が
進
展
し
な
い
、
使
用
者
か

　
ら
不
当
な
取
り
扱
い
を
受
け
た
等
、
労

　
働
組
合
と
使
用
者
と
の
労
働
問
題
の
解

　
決
の
相
談
は
左
記
に
お
問
合
せ
く
だ
さ

　
い
。

【
労
働
委
員
会
】

　
☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
９
８
０

HP

HP

生
活
・
お
知
ら
せ

雇
用
・
試
験
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